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市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
昨

年
度
の
申
告
状
況
な
ど
に
よ
り
２

月
５
日
頃
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
は
市
役
所
市
民

税
課
と
本
納
支
所
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。

※
す
べ
て
の
方
に
送
付
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
申
告
が
必
要
な
方

で
も
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
平
成
27
年
度
は
申

告
が
不
要
な
方
に
も
申
告
書
が

届
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

美
容
整
形
や
健
康
診
断
の
費
用

（
診
断
の
結
果
、
重
大
な
疾
病
が

発
見
さ
れ
、
引
き
続
き
治
療
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
の
診
断

費
用
は
対
象
）、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
予
防
接
種
代
、
通
院
に
使
用

し
た
自
家
用
車
の
ガ
ソ
リ
ン
代
や

駐
車
場
代
、
健
康
増
進
の
た
め
の

サ
プ
リ
メ
ン
ト
や
食
品
の
購
入
代

な
ど
。

※
医
療
費
は
、
平
成
㉖
年
中
に
実

際
に
支
払
っ
た
も
の
に
限
っ
て

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
添
付
書
類

　

医
療
費
の
領
収
書
な
ど

※
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」は
、「
領

収
書
な
ど
」
に
は
当
た
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
対　

象

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

を
納
め
る
方
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
・
増
改
築
な
ど
を
し
た

と
き
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は

ま
れ
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得
税

額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
、

限
度
額
の
範
囲
内
で
市
・
県
民
税

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

※
居
住
年
月
日
に
よ
っ
て
は
、市
・

県
民
税
か
ら
の
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は
、
１
年

目
に
確
定
申
告
を
す
る
と
、
２

年
目
以
降
は
年
末
調
整
で
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◎
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
延

長
と
拡
充

　

居
住
年
の
適
用
期
限
が
４
年
間

（
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年
12
月
31
日
）
延
長
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
平
成
26
年
４
月
以
後

に
居
住
を
開
始
し
た
場
合
の
市
・

県
民
税
の
控
除
限
度
額
が
13
万
６

５
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

◎
上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所

得
等
の
軽
減
税
率
の
特
例
措
置

廃
止

　

軽
減
税
率
（
所
得
税
７
％
、市
・

県
民
税
３
％
）
の
特
例
措
置
は
、

平
成
25
年
12
月
31
日
を
も
っ
て
廃

止
さ
れ
、
平
成
26
年
１
月
１
日
以

後
は
、
本
則
税
率
の
20
％
（
所
得

税
15
％
、
市
・
県
民
税
５
％
）
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

◎
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
の
譲
渡
損
失

に
係
る
損
益
通
算
等
の
改
正

（
生
活
に
通
常
必
要
で
な
い
資

産
の
範
囲
の
追
加
）

　

平
成
26
年
４
月
１
日
以
後
に
生

じ
た
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
の
譲
渡
損

失
は
、
総
合
課
税
に
お
い
て
、
他

の
所
得
と
の
損
益
通
算
が
適
用
で

き
ま
せ
ん
。

◎
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株

式
等
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲

渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
「
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
（
少
額
投
資
非
課
税
制

度
）」

　

非
課
税
口
座
で
生
じ
た
損
益
に

つ
い
て
、
申
告
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
他
の
譲
渡
所
得
、
配
当
所

得
と
の
損
益
通
算
も
適
用
で
き
ま

せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
（http://w

w
w
.nta.go.jp/)

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
民
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
７
、5
⒇
１
６
０
９
へ
。

その年に
支払った
医療費

－
※保険金など
で補填される

金額
－ 所得の５％

（10万円を超える
場合は10万円）

＝
控除額

（最高200万
円まで）

　保険金などで補填される金額とは、①社会保険などから支給を受
ける療養費、高額療養費、出産一時金などのほか、②医療費の補填
を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療
保険金、入院給付金などのことです

医

住

主

療
費
控
除
に
つ
い
て

宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）に

つ
い
て

市
･

県
民
税�

�

申
告
書
の
送
付

　

本
人
や
家
族
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ

る
と
き
は
、
下
記
（
表　

医
療
費

控
除
の
計
算
方
法
）
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
を
所
得
か
ら
差
し
引
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
で
、
お
む
つ
代
に
つ
い
て
医

療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年

目
以
降
の
方
は
、
医
師
が
発
行
す

る
お
む
つ
使
用
証
明
書
に
代
え
、

市
で
発
行
す
る
書
類
に
よ
り
控
除

が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
対
象
に
な
ら
な
い
費
用

な
税
制
改
正
に
つ
い
て

（
平
成
26
年
分
以
降
の
所
得
税
お
よ
び
平
成
27

年
度
以
降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
）

65歳以上で寝たきりの方等の障害者控除

　65歳以上で寝たきり状態の方等は、障
害者手帳が無くても障害者控除の対象とな
る場合があります。
　控除を受けるためには、申告の際、障害
者控除対象者認定書が必要になります。
認定書の発行についてのお問い合わせは、
高齢者支援課（２階）
☎（20）１５７２、5（20）１６１０へ。

表　医療費控除の計算方法


